
 

 

令和7年度第4回岡山市協働推進委員会次第 
令和 8年 2月 10日 (火 )14:00～ 16:00 

                                         勤労者福祉センター5階体育集会室 

 

 

１ 開 会 
 
 
２ 報 告  

令和６年度市民協働推進事業の結果（資料１）  
 
 
３ 議 事 

（１）令和８年度岡山市市民協働推進事業の審査（資料２～４）  

・審査方法 
     ・提案事業のプレゼンテーション 各１５分  

・質疑応答           各１０分 
・採点             各 ５分 

       ・全体審議                       １０分 
    
  （２）第３次岡山市協働推進計画（案）について（資料５） 
 
 
４ その他 
 
 
５ 閉 会 



提案団体 協働部署 令和７年度の方向

2

マンション管理をサポートする
団体の裾野を広げるための連携事業
「災害リスクをチェックし、自身の
マンションをより詳しく知る取り組み」
【行政提案】【継続】

一般社団法人
岡山県建築士会

住宅課 担当課で一般施策化

3
岡山空襲を知ろう伝えようプロジェクト
【行政提案】【新規】

平和推進岡山市民
協議会

福祉援護課 市民協働推進事業継続

令和６年度市民協働推進事業一覧

事業名

1
イベントによって発生する
ごみ削減に向けたサポート事業
【NPO提案】【継続】

特定非営利活動法人
タブラ ラサ

環境事業課 団体の自主事業化

資料１ー１







事業
番号

提案団体 事業名/事業内容 事業の目標 事業終了後

1

・一般社団法人
　　　　　　　ぐるーん

・地域子育て支援課

ホームスタート事業（家庭訪問型子育て支援事業）

住民参加型の訪問型子育て支援事業で、一般市民による親子支援を
仕組化し、不足する支援リソースを迅速に補う。また、子育ての孤立化
を防止し、地域で子育てを支えるまちづくりを進める。
①支援者（オーガナイザー・ホームビジター）の養成
②広報用ウェブページの作成、リーフレットの作成・配布、
　メディアへの働きかけによる周知活動の実施

①ホームスタート事業利用者数の拡大を
　目指す
②支援者（オーガナイザー２名・
　ホームビジター１０名）を養成する

自主事業を予定

2

・The World Kitchen
　　　 　　実行委員会

・人権推進課

The World Kitchen
～多様性の輪を広げ、誰もが住みやすいまちづくりを～

食やワークショップ、ステージ企画などを通じて参加者の意識や寛容性
が変化し、多文化交流の輪を広げ多様性への理解を深める。
①世界各国の料理を提供する飲食店・団体の出店、世界各国の歌やダ
ンスが楽しめるステージパフォーマンス、英語をつかった交流や文化理
解ができるワークショップを実施する、多文化交流フードイベント「The
World Kitchen」の開催
②その国にルーツがあるゲストを招いて一緒に伝統料理を作りながら文
化交流をする「Mini The World Kitchen」の開催
③世界各国の料理を食べながら対話をする「コミュニティランチ」の開催
④人権フェスティバルへの出展

・The World Kitchenに参加する人を
　増やしていく中で、外国人とともに
　誰もが主役になれるまちづくりを目指す
・岡山市内の他の大学や地域に
　The World Kitchenの拠点を増やし
　自走化することで、各地域で
　Mini The World Kitchen や、
　コミュニティランチを開催できるように
　する

自主事業を予定

令和８年度岡山市市民協働推進事業　提案概要 資料４−１



第3次岡山市協働推進計画（概要）

【計画期間】

【特に力を入れる取組案】

🐍 新しい担い手の発掘・育成の継続的アプローチ
（新）多世代の市民と企業等が交流できる場を創出し、各視点で地域課題を発見・解決する取り組みを促進する。
（拡）若者や企業等が地域づくりに主体的に関わる意識を実感できるよう、体験や交流の機会を取り入れた仕組みを
整備する。 （若者︓ボランティアの体験講座、 企業等︓災害ボランティアネットワークへの参加促進）

🐍 コーディネート力の強化

（拡）多様な意見を調整し地域の社会課題に対応するため、職員のコーディネート力を強化する。

🐍 情報発信の充実
（拡）市民の興味や関心を引くコンテンツを充実させ、新たなSNSの活用により、地域活動への参加を促す。

SDGs目標17（パートナーシップで目標を達成しよう）の達成に協働は不可欠
地域全体でESD推進の取り組みを進めていく必要がある
協働のまちづくり条例第４条に基づく責任ある協働の推進

【踏まえるべき視点】

【第２次協働推進計画における課題】
担い手不足への対策 ・・・若者や企業等が地域活動へ参加しやすい環境づくりを進める必要がある。
多様な主体のつながりの創出・・・行政、住民、NPO、企業等が地域課題を共有し、解決に向けた取組を行う必要がある。
情報発信 ・・・協働した取り組みについて市民の興味や関心を引くコンテンツやサービスの充実を図る必要がある。

令和8年度から12年度の5年間。ただし、社会情勢や進捗状況などを踏まえ、必要に応じて見直しを行う。

案P2

案P16

案P16,P17 

案P20 ,P21

案P23,P24

案P25



第3次岡山市協働推進計画（概要）
【第３次岡山市協働推進計画 体系図】
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【基本方針１】
協働の主体となる新たな担い手を育てるとと
もに、その活動を支援します

【基本方針１】
協働の主体となる新たな担い手を育てるとと
もに、その活動を支援します

【基本方針２】
活動団体の取組を活性化しつつ、多様な主
体の参画を促進し、つながりの場を広げます

【基本方針２】
活動団体の取組を活性化しつつ、多様な主
体の参画を促進し、つながりの場を広げます

【基本方針３】
協働の取組を広く情報発信し、市民活動が
行いやすい環境をつくります

【基本方針３】
協働の取組を広く情報発信し、市民活動が
行いやすい環境をつくります

【基本施策１】
１ 市民活動団体等への支援
２ 地域コミュニティ活動の活性化
３ 若者の人材育成と企業等の参画

【基本施策１】
１ 市民活動団体等への支援
２ 地域コミュニティ活動の活性化
３ 若者の人材育成と企業等の参画

・地域への市民の参加割合 R6︓43.3% →  R12︓49.9%
・若者(20歳代以下)の参加割合 R6︓23.3% →  R12︓29.3%

【基本施策２】
１ 協働するための環境の提供
２ コーディネート力の強化
３ 協働を支える組織力の強化

【基本施策２】
１ 協働するための環境の提供
２ コーディネート力の強化
３ 協働を支える組織力の強化

・市民協働推進事業の目標達成 R6︓75% →  R12︓100%
・ＥＳＤ・市民協働推進センターの相談件数 R6︓686件 → R12︓760件 (累計)

【基本施策３】
１ 協働に関する普及・啓発
２ 市民活動団体等や優れた取組

の情報発信

【基本施策３】
１ 協働に関する普及・啓発
２ 市民活動団体等や優れた取組

の情報発信

・ＳＮＳのフォロワー数 R6︓1,346人 → R12︓2,066人
・市民協働に関する市ホームページの閲覧数 R6︓723,685 → R12︓1,480,000

【成果指標】

【成果指標】

【成果指標】

案P17

案P18 案P18〜P21 
【目的】

案P22

案P25

案P22〜P24 

案P25〜P26 

市民意識調査

(累計)


